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○雫石町水道事業給水条例施行規程 

令和２年３月水道事業管理規程第２号 

改正 

令和３年３月29日水管規程第１号 

令和４年３月９日水管規程第２号 

令和５年９月27日水管規程第５号 

雫石町水道事業給水条例施行規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、雫石町水道事業給水条例（平成10年雫石町条例第14号。以下「条例」という。）

の施行その他給水に関し必要な事項を定めるものとする。 

（給水装置の新設等の申込み） 

第２条 条例第５条第１項の規定により給水装置を新設、改造、修繕又は撤去（以下「給水装置工

事」という。）しようとする者は、給水装置工事申込書兼給水装置工事設計承認申請書（様式第

１号）に給水装置工事設計図（様式第２号）及び材料一覧表（様式第３号）を添付し、水道事業

の管理者の権限を行う町長（以下「町長」という。）に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による給水装置工事の申込みを取り消すときは、給水装置工事取消届（様式第４号）

により町長に届け出なければならない。 

（利害関係人の同意） 

第３条 給水装置工事の申込者は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第５条第２項に規

定する利害関係人が同意した旨を証する書面を町長に提出しなければならない。 

(１) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有地に給水装置を設置しようとするとき。 

(２) 他人の所有する構築物に給水装置を設置しようとするとき。 

(３) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき。 

(４) 前３号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。 

（設計審査） 

第４条 条例第７条第２項に規定する設計審査を受けようとする者は、第２条第１項の規定による

申請後、町長が指定する期日までに条例第34条第２号に規定する設計審査手数料を納付しなけれ

ばならない。 

２ 町長は、第２条第１項の規定による申請について審査し、適当と認めたときは、給水装置工事

設計審査承認書（様式第５号）を当該申込みした者に交付するものとする。 

（工事完了検査） 

第５条 条例第７条第２項に規定する工事完了検査を受けようとする者は、給水装置工事完了検査

申請書（様式第６号）に給水装置工事竣工図（様式第７号）及び給水装置竣工検査票（様式第８

号）を添付し、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の工事完了検査の結果、合格としたときは、給水装置工事完了検査実施済証（様

式第９号）を当該申込みした者に交付するものとする。 

３ 第１項の工事完了検査の結果、不合格とされた者は、指定された期間内にこれを改め、再度工

事完了検査を受けなければならない。 

（給水装置の検査等） 

第６条 町長は、条例第２条に規定する給水区域内で水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入

り、給水装置の検査及びメーターの点検等（以下「検査等」という。）することができる。ただ

し、人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その居住者又はこれに代わ

るべき者の同意を得なければならない。 

２ 前項の規定により検査等に従事する職員及び条例第29条の規定により水道メーターの検針業務

を行う検針員は、検査等に従事する際には身分証明書（様式第10号）を携帯し、関係者の請求が
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あったときは、これを提示しなければならない。 

（工事費の算出） 

第７条 条例第９条第１項各号の費用の算出は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 材料費 町長が定める材料単価の額に使用材料の数量を乗じて得た額 

(２) 運搬費 材料その他の運搬のために要する経費で町長が別に定めるところにより算出した

額 

(３) 労力費 町長が定める工種別の賃金に所要の員数を乗じて得た額 

(４) 道路復旧費 町長が定めるところにより算出した額 

(５) 工事監督費 町長が定めるところにより算出した額 

(６) 工事雑費 町長が定める消耗器材費、損料、保険料その他要する費用 

(７) 間接経費 材料費及び労力費の合計額に町長が定める率を乗じて得た額 

（給水契約の申込み） 

第８条 条例第17条の規定による水道使用の申込みは、水道使用開始申込書（様式第11号）の提出

又は電話、ファクシミリ若しくは郵便により行わなければならない。 

２ 前項の申込みについて、電話、ファクシミリ又は郵便により水道開始の申込みを行った者は、

水道使用開始申込書を遅滞なく提出しなければならない。ただし、町長が水道使用開始申込書の

提出の必要がないと認めた場合は、この限りでない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第２条第１項の規定により給水装置工事の新設の申込みをしたと

きは、当該給水装置の使用を中止する届出がない限り、第５条第２項の工事完了検査終了後、給

水契約の申込みがあったものとみなす。 

（給水装置の所有者の代理人） 

第９条 条例第19条に規定する代理人の届出は、代理人選定（変更）届兼管理人選定（変更）届（様

式第12号）によるものとする。 

（管理人の選定） 

第10条 条例第20条第１項に規定する管理人の届出は、代理人選定（変更）届兼管理人選定（変更）

届によるものとする。 

（給水量の通知） 

第11条 条例第21条第１項の規定により給水量を計量したときは、その給水量について水道使用者

等に通知するものとする。 

２ 前項の計量において、水道メーターの表示数量に１立方メートル未満の端数があるときは、こ

れを次回の計量において算入するものとする。 

（メーターの管理） 

第12条 町長は、計量法（平成４年法律第51号）及び計量法施行令（平成５年政令第329号）の規定

による検定有効期間が満了する前に、メーターを取り換えなければならない。 

２ 条例第22条第１項に規定する水道使用者等は、メーターの検針又は検査等の支障となる物を堆

積し、又は家屋等を建設し、若しくは工作物を設置してはならない。 

３ 前項の規定に違反したときは、水道使用者等に原状復旧させるものとする。ただし、水道使用

者等が当該指示に従わないときは、町長が原状復旧を行い、それに要した費用を水道使用者等か

ら徴収することができる。 

４ 水道使用者等は、メーターを亡失又は毀損したときは、メーター亡失（毀損）届（様式第13号）

を町長に提出しなければならない。 

５ 条例第22条第３項の規定による損害額は、新たにメーターを設置するに要した実費相当額とす

る。 

（水道の使用中止、変更等の届出） 

第13条 条例第23条第１項に規定する届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定
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める書類を町長に提出することにより行わなければならない。 

(１) 水道の使用をやめるとき 水道使用中止届（様式第14号） 

(２) 水道の使用用途を変更するとき 水道使用変更届（様式第15号） 

(３) 消防訓練に私設消火栓を使用するとき 私設消火栓使用許可届出書（様式第16号） 

２ 条例第23条第２項に規定する届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ，当該各号に定める

書類を町長に提出することにより行わなければならない。 

(１) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき 水道使用変更届（様式第15号） 

(２) 給水装置の所有者に変更があったとき 水道使用変更届（様式第15号） 

(３) 消防用として水道を使用したとき 消火栓使用届出書（様式第17号） 

(４) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき 代理人選定（変更）届兼管

理人選定（変更）届 

３ 条例第23条第１項第１号に該当する旨の届出がないときは、実際に水道の使用がない場合でも

基本料金を徴収するものとする。 

（メーター検針の定例日） 

第14条 条例第29条に規定する定例日は、毎月13日から24日までとする。 

（料金の過誤納による精算） 

第15条 水道料金（以下「料金」という。）を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌

月以降の料金において精算することができる。 

（料金、手数料等の軽減又は免除） 

第16条 条例第35条の規定による軽減又は免除は、次の各号のいずれかに該当する者のうち町長が

認めた者に対して行うものとする。 

(１) 災害その他の理由により使用料等の納付が困難である者 

(２) 町長が公益上その他特別の理由があると認めた者 

（水道施設の破損に対する損害賠償） 

第17条 条例第43条に規定する水道施設の破損に対する損害賠償の額については、漏水量、洗管水

量、立ち会った職員の人数及びその立会時間に応じ次表に定める額により算出する。 

区分 金額 

漏水量（１立方メートル当たり） 400円 

洗管水量（１立方メートル当たり） 400円 

職員立会費用（１職員・１時間当たり） 
就業時間内の場合 4,000円 

就業時間外の場合 6,000円 

２ 前項に規定する損害賠償の額以外に、当該破損に起因する費用が発生したときは、その都度必

要な経費を積算し、水道施設を破損し、又は機能に障害を与えた者に負担させるものとする。 

３ 町長は、当該水道施設の破損について特別な理由があると認めるときは、損害賠償の額の全部

又は一部を免除することができる。 

（補則） 

第18条 この規程に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月29日水管規程第１号） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月９日水管規程第２号） 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年９月27日水管規程第５号） 

この規程は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第２条関係） 
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様式第３号（第２条関係） 
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様式第４号（第２条関係） 
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様式第５号（第４条関係） 

 



9 

様式第６号（第５条関係） 
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様式第７号（第５条関係） 
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様式第８号（第５条関係） 
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様式第９号（第５条関係） 
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様式第10号（第６条関係） 
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様式第11号（第８条関係） 
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様式第12号（第９条及び第10条関係） 
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様式第13号（第12条関係） 
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様式第14号（第13条関係） 
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様式第15号（第13条関係） 

 



20 

様式第16号（第13条関係） 
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様式第17号（第13条関係） 

 


